
 人権に関する名張市民意識調査の実施に向けて 

 

現在の「第 3 次名張市人権施策基本計画」は、2018（平成 30）年度を初年度とし、

名張市総合計画「新・理想郷プラン」の最終年度である 2025（令和 7）年度までの 8 か

年計画として策定されました（第 3 次計画の４頁を参照）。よって当初、改定に際し必要

となる次回の市民意識調査は再来年度の 2024（令和 6）年度に行う予定でした（策定過

程は第 3 次計画の 107 頁を参照）。 

しかし北川新市長のもとで 2023（令和 5）年度から新規の総合計画「（仮称）なばり

新時代戦略」が始まることや、2022（令和 4）年 5 月 19 日より三重県の「差別を解消

し、人権が尊重される三重をつくる条例」が施行されていることを受け、その内容も加味

した新しい人権施策基本計画を策定する必要が生じてきました。 

したがって、予定より 1 年前倒しし、来年度（2023 年度）に「人権に関する名張市民

意識調査」を実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

資料４ 

第 3 次名張市人権施策基本計画 

（2018～2025） 

第４次名張市人権施策基本計画 

（2026～） 

第４次名張市人権施策基本計画 

（2025～） 
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今後の予定 

 

年  月  日 概           要 

Ｒ
５
年
度 

2023（令和 5）年 

9 月頃    

 

11 月頃    

 

2024（令和 6）年 

3 月頃    

 

2023 年度 第 1 回 名張市差別撤廃審議会 

    ○ 人権についての名張市民意識調査の実施について 

人権についての名張市民意識調査調開始（1 か月程度） 

 

 

2023 年度 第 2 回 名張市差別撤廃審議会 

○ 人権についての名張市民意識調査結果について 

○ 基本計画の骨格について 

Ｒ
６
年
度 

5 月頃    

 

10 月頃    

 

12 月頃    

 

2025（令和 7）年 

1 月        

2024 年度 第 1 回 名張市差別撤廃審議会 

○ 基本的な考え方、名張市の現状と課題について 

2024 年度 第 2 回 名張市差別撤廃審議会 

    ○ 素案の確認 

2024 年度 第 3 回 名張市差別撤廃審議会 

○ これまでの議論を踏まえて素案の最終確認 

 

主管室長会議 庁議 教育民生委員会協議会 

 


